
○東栄町特産品開発事業費補助金交付要綱

令和7年10月13日

訓令第14号

(趣旨)

第1条　この要綱は、町の資源及び特性を活かした特産品の開発、改良又は販路拡大を行う者に対して、必要な資

金の一部を補助することにより、地域の活性化及び地場産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条　この要綱において「特産品」とは、東栄町で生産する原材料を加工した商品又は東栄町の魅力を発信でき

る商品をいう。

(補助対象者)

第3条　補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。た

だし、補助対象者が法人の場合は、第4号及び第5号の規定は、当該法人の代表者及び役員に適用する。

(1)　1年以上継続して同一事業を行っている者

(2)　個人にあっては、町内に住所を有し、法人にあっては、町内に事業所を有する者

(3)　事業を継続して行うことができると認められる者

(4)　東栄町暴力団排除条例(平成24年東栄町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい

う。)でない者

(5)　東栄町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者

(6)　町税の滞納のない者

(補助対象事業等)

第4条　町長は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対

象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその内容、補助率並

びに補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東栄町特産品開発事業費補助金交付申請

書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1)　東栄町特産品開発事業計画書(様式第2号)

(2)　収支計画書(様式第3号)

(3)　法人にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたものに限る。)

(4)　決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(直近のもの)

(5)　その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条　町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付

を決定するものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的上必要と認めたときは条件を付すことがで

きる。また、補助金の交付は、一の特産品につき3回を限度とし、年度につき1品目を限度とする。

(交付決定の通知)

第7条　補助金の交付の決定の通知は、東栄町特産品開発事業費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通

知書」という。)による。

(申請の取下げ)

第8条　補助金の申請の取下げをしようとする者は、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更等)

第9条　補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に要する経費の配分若しくは

補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、東栄町特産品開発事業計

画変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2　第6条及び第7条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。この場合において、第7条中「東栄町特産品開

発事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)」とあるのは、「東栄町特産品開発事業費補助金変更交付決定通知

書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第10条　実績報告は、東栄町特産品開発事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて提出するもの

とする。

(1)　事業収支明細書(様式第8号)

(2)　経費の支払を証する書類の写し

(3)　事業の実施過程を記録した書類(写真等)

(4)　その他町長が必要と認める書類

2　事業の報告等提出された情報を広報活動に利用できるものとする。ただし、住所、氏名及び連絡先などの個人

情報にかかわるものについては公開しない。

(額の確定の通知)



第11条　補助金の額の確定の通知は、東栄町特産品開発事業費補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」

という。)による。

(補助金の交付)

第12条　補助事業者は、確定通知書を受け取った後、速やかに東栄町特産品開発事業費補助金請求書(様式第10号)

を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条　町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1)　法令、この要綱、補助金の交付の決定に付した条件又は町長の処分に違反したとき。

(2)　補助金を当該補助事業以外の用途へ使用したとき。

(3)　補助金の運用又は補助事業の執行の方法が不適当と認められるとき。

(4)　決定額が補助基本額に比べて減少したとき。

(5)　提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金交付に関して不正の行為があったとき。

2　町長は、前項により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助

金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則

(施行期日)

1　この要綱は、令和7年10月14日から施行する。

(経過措置)

2　この要綱による改正後の東栄町特産品開発事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日(以下「施行日」とい

う。)以後、交付申請を受けた補助対象事業について適用し、この要綱の施行日前に交付の申請を受けた補助対

象事業については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象事業 補助対象経費 内容 補助率 補助限度額

特産品の開発又
は改良事業。た
だし、次のいず
れにも該当する
こと。
1　補助金の交
付申請をする
年度の3月25
日までに商品
が完成するも
の

2　既存の商品
と比較し、差
別化が図れる
もの

3　3年以上にわ
たり製造し、
及び販売され
るもの

4　他の補助金
を受けていな
いもの

謝金 専門的知識を有する者の指導、相談等を受
け、その謝礼としての費用

補助対象
経費の2
分の1。
ただし、
千円未満
の額を切
り捨て
る。

300千円

備品購入費 試作品を製作する機械装置の購入費用

市場調査費 商品の開発又は改良を行うための市場調査に
係る費用

商標登録料 商標登録を得るための費用

品質検査費 品質保証表示等を得るために検査機関に検査
を委託する際の費用

デザイン製作委
託費

商品、パッケージ、ラベル等のデザイン製作
の委託に係る費用(印刷費に係る費用は除
く。)

その他の経費 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と
認めるもの

特産品の販路開
拓事業。ただ
し、次のいずれ
にも該当するこ
と。
1　特産品を開
発又は改良し
た者が行うも
の

2　他の補助金
を受けていな
いもの

展示会等出展料 展示会等に出展するための費用

賃借料 展示会等に出展するのに必要な機材の借上げ
費用

広告宣伝費 新聞(チラシの折込を含む。)、テレビ、ラジ
オ、インターネット等にて宣伝する費用

印刷製本費 チラシ、パンフレット等の印刷費

その他の経費 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と
認めるもの



様式第1号(第5条関係)
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